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主要先進国の総合食料自給率（カロリーベース）主要先進国の総合食料自給率（カロリーベース）
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我が国の総合食料自給率（カロリーベース）の推移我が国の総合食料自給率（カロリーベース）の推移
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※農林水産省「供給熱量総合食料自給表」より
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品目分類別輸入重量（平成１７年）品目分類別輸入重量（平成１７年）
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地域別輸入重量（平成１７年）地域別輸入重量（平成１７年）
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輸入食品の監視指導の基本的な考え方輸入食品の監視指導の基本的な考え方

食品安全基本法→食品の安全確保は、国の内外に

おける食品供給行程の各段階において適切な措置

を講じることにより行う

３段階での適切な対応が必要

輸出国における対策

水際（輸入時）での対策

国内流通時での対策
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積み戻し

消費者

検査命令 モニタリング検査 自主検査の指導

輸入時の検査体制

輸出国における衛生対策
・農薬等の使用管理
・証明書の発給
・輸出前検査等

二国間協議
わが国の食品衛生規制を遵守
するよう要請

必要に応じ現地調査

輸入食品の監視体制等の概要輸入食品の監視体制等の概要

過去の違反事例
輸出国の情報
原料・製造方法等
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海外における食品安全情報の収集

輸入相談等の事前指導

輸入者の自主管理の推進

違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査

検疫所における届出審査

不合格



輸入食品監視指導計画輸入食品監視指導計画

改正食品衛生法により既に策定された監視指導指

針に基づき策定（Ｈ１５．８．２９）

具体的な内容

重点的に監視指導を実施すべき項目

輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係

る指導に関する事項

毎年度、当該計画を定め、公表

策定にあたっては、広く国民の意見を求める

監視指導の結果を公表



～平成１９年度輸入食品監視指導計画より抜粋～～平成１９年度輸入食品監視指導計画より抜粋～
輸入時に重点的に監視指導を実施すべき項目輸入時に重点的に監視指導を実施すべき項目

輸入届出時における法違反の有無のチェック

輸入届出、輸出国政府の証明書

輸入者からの報告徴収

輸入時モニタリング検査の実施

平成１９年度計画件数 ７万９千件

モニタリング検査等で違反が発見された場合は、輸入時の検

査を強化

法違反の蓋然性の高い食品等について、２８条の規定に基づく

検査命令を発動



輸入食品のモニタリング検査の考え方輸入食品のモニタリング検査の考え方

モニタリング検査に必要な検体数は、統計学的に一定の信頼度で違

反を検出することが可能な検査数を基本としている。

（例）９５％信頼度 → 違反率１％ → ２９９件

諸外国においては、上記考え方を基本として、検査を実施。

我が国においても、これを基本とし、さらに過去の違反率、輸入件数、

重量、違反内容の重要度を勘案し、食品群毎に検査件数を設定。



直ちに

検査命令

直ちに

検査命令

厚生労働大臣による検査命令厚生労働大臣による検査命令

検査命令発動の要件検査命令発動の要件

輸出国の再発防止策の確立等違反食品が輸出される

ことのないことが確認された場合等検査命令解除検査命令解除

同一の生産国又は製造者並びに加工者からの

同一の輸入食品（例：O-157、アフラトキシン等）

残留農薬

動物用医薬品

残留農薬

動物用医薬品
１回目
の違反

モニタリング検査率

をアップ
複数回
の違反

違反の蓋然性

が高いと判断

検査命令

違反の蓋然性

が高いと判断

検査命令

健康被害の発生 健康被害発生の恐れ



食品等の輸入の届出食品等の輸入の届出

食品等を輸入しようとする者は厚生労働大臣に

届出なければならない（食品衛生法第２７条）

輸入者の氏名、住所

食品等の数量、重量

使用されている添加物の品名

加工食品の原材料、製造又は加工方法等

届 出 事 項



食品等輸入届出窓口 ３１検疫所 ●

検査課を有する ６検疫所 ◎

輸入食品・検疫検査センター ２検疫所 ★

食品等輸入相談室 １３検疫所

食品衛生監視員 ３３４名
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小樽

千歳空港

仙台

仙台空港

東京（衛生・食品監視課）

東京（食品監視第二課）

千葉

東京空港

川崎

成田空港

新潟

横浜

輸入食品・検疫
検査センター

名古屋

中部空港

四日市

清水

大阪

関西空港

神戸（衛生・食品監視課）

神戸（食品監視第二課）

輸入食品・検疫
検査センター広島

境

広島空港

那覇

那覇空港

◎

福岡

門司

下関

福岡空港

長崎

鹿児島

食品等輸入届出窓口配置状況食品等輸入届出窓口配置状況

※平成19年4月現在



鳥取県

島根県

岡山県

香川県

徳島県

広島県

愛媛県 高知県

★境分室

山口県

◎広島検疫所

●広島空港検疫所支所

・ 広島県（広島空港を除く）

・広島空港

・島根県

・ 愛媛県 ・ 高知県

・鳥取県

広 島 検 疫 所 管 轄 区 域広 島 検 疫 所 管 轄 区 域

食品監視課

広島空港支所

境分室

広島検疫所



輸 入 者

検 疫 所

輸 入 者輸 入 者

ＮＡＣＣＳ*

ＦＡＩＮＳ
輸入食品監視支援システム

Food Automated Import notification 
And inspection Network System

検 疫 所検 疫 所



ＦＡＩＮＳによる輸入届出及び審査ＦＡＩＮＳによる輸入届出及び審査



包括輸入禁止

検査命令

モニタリング強化

モニタリング
指導検査等

違
反
の
蓋
然
性

高

低

輸入時の検査体制の概要輸入時の検査体制の概要

１９万件

１８７万件

平成17年度

検査総数／届出件数



※ FAINS(Food Automated Import notification and inspection Network System)

検 疫 所 へ の 届 出
食品等輸入届出書の提出

輸入食品監視支援システム（ＦＡＩＮＳ）による届出

検査不要
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査等

行政検査
命令検査

適合 不適合

税関申告

指導検査

判定

審査

廃棄、積戻し、
食用以外の用途


